
○ 税務関係の申告書、申請書、届出書、調書その他の書類に番号の記載欄を追加 
○ 法定調書等については、主に支払者及び支払を受ける者の個人番号又は法人番号を記載 
○ これ以外にも、例えば、 
 ・給与所得の源泉徴収票（給与支払報告書）には、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号を記載 
 ・生命保険金等の支払調書には、その支払の基礎となる契約を締結した者の個人番号又は法人番号を記載 

 税務関係の申告書等に、 
     マイナンバーを記載して提出します。 

税務関係の申告書、申請書、届出書、調書その他の書類に番号を記載 

民間事業者 従業員や金銭等の 
支払を受ける者 

税務署 

個人番号 
1234 ････ 

民間事業者は、個人番号関係事務
実施者として金銭等の支払を受け
る者の番号の提示を受ける 

源泉徴収票（支払報告書）・支払調書等
に支払を受ける者等の番号及び民間事

業者の番号を記載して提出 

支払 
調書 

申告書等に民間事業者 
の番号を記載して提出 

申告書 

番号を記載して申告書や調書等を提出するイメージ 

国税通則法 （書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等） 
第百二十四条  国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書その他の書類を
提出する者は、当該書類にその氏名（法人については、名称。以下この項において同じ。）、住所又は居所及び番号（番号を有しない者
にあつては、その氏名及び住所又は居所）を記載しなければならない。（略） 

※地方税関係の申告書等の様式については、地方税に関する法令に規定。 

地方団体 

支払 
報告書 
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税務関係書類の主な変更点は以下のとおりです。 
 法定調書に関する事務での取扱（法定調書の主な変更点） 

番号制度導入前 番号制度導入後のイメージ 

（例） 

「支払者」の個人番号又は
法人番号を記載 

「支払を受ける者」の個人番
号又は法人番号を記載 

○ 支払者及び支払を受ける者の個人番号又は法人番号を記載します。  
 

○ 法定調書とともに提出する法定調書合計表にも提出する方の個人番号又は法人番号の 
 記載が必要になります。 
  

（注） この法定調書に限らず、他の法定調書についても同様に、支払者や支払を受ける者等の個人番号又は 
   法人番号を記載する欄が追加されます。 22 



 （注） 給与所得の源泉徴収票には、税務署提出用と本人交付 
  用がありますが、本人交付用には、支払者の個人番号又は 
  法人番号は記載しないこととなっています。 

平
成
27
年
３
月
31
日
現
在
の
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
確
定
様
式
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

着
色
し
た
部
分
に
つ
い
て
は
特
に
変
更
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。 
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支払を受ける者に加えて、
控除対象配偶者や扶養
親族等の個人番号の記
載が必要。 

「支払者」の個人番号又は法人番号を記
載（本人交付用には記載しません（注））。 

税務関係書類の主な変更点は以下のとおりです。 

番号制度導入後のイメージ 番号制度導入前 

 法定調書に関する事務での取扱（法定調書の主な変更点） 

（例） 

主な変更点 
○ 様式の大きさが、A6サイズからA5サイズに 
 変更になります。 
○ 支払を受ける者等の番号欄が追加されます。 



平
成
27
年
３
月
31
日
現
在
の
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
確
定
様
式
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

平
成
27
年
度
税
制
改
正
に
伴
い
、
左
記
イ
メ
ー
ジ
は
今
後
、
変
更
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。 
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控除対象配偶者や
扶養親族の「個人番
号」欄が追加されま
す。 

給与の支払者の「個人番号
又は法人番号」欄が追加さ
れます。 

税務関係書類の主な変更点は以下のとおりです。 

番号制度導入後のイメージ 番号制度導入前 

 源泉所得税、個人住民税に関する事務での取扱（給与等の支払者等が提出を受ける書類の主な変更点） 

（例） 

主な変更点 
○ 「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」については、給与所得者本人、控除対象配偶者及び扶養親族等の個人番号の 
 記載が必要となります。 
○ この申告書の提出を受けた給与等の支払者は、給与等の支払者の個人番号又は法人番号をその申告書に付記する必要 
 があります。 
○ 給与等の支払者等が提出を受ける書類のうち受給者が個人番号を記載する書類は、ほかにも以下のものなどがあります。 
   「従たる給与についての扶養控除等（異動）申告書」、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」 
   「退職所得の受給に関する申告書」 、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」 

給与所得者の「個人
番号」欄が追加されま
す。 



番号制度導入後（平成28年１月以降）は、申告書・法定調書等の提出に当たり、当該提出者等    
に係る番号を記載します。 
税務関係書類への一般的な場合の番号の記載及び提出時期は以下のとおりです。 

税務関係書類へのマイナンバーの記載及びマイナンバー 
 が記載された申告書等の提出の時期は、以下のとおりです。 

 

（注）平成 28年１月１日前に締結された「税法上告知したものとみなされる取引」に基づき、同日以後に金銭等の支払等が行われるものに係る 

「番号」の告知及び本人確認については、同日から３年を経過した日以後の最初の金銭等の支払等の時までの間に行うことができます。 

 
記載対象 番号の記載及び提出時期（一般的な場合） 

所得税 (国税) 

平成 28年１月１日の属する年分 

以降の申告書から 

平成 28年分の場合 

⇒平成 28年分の確定申告期（平成 29年２月 16日から３月 15日まで） 

（個人住民税及び個人事業税は平成 29年３月 15日まで） 
個人住民税 (地方税) 

個人事業税 (地方税) 

法人税 (国税) 

平成 28年１月１日以降に開始する 

事業年度に係る申告書から 

平成 28年 12月末決算の場合 

⇒平成 29年２月 28日まで(延長法人は平成 29年３月 31日まで)  
法人住民税 (地方税) 

法人事業税 (地方税) 

法定調書 (国税) 
平成 28年１月１日以降の金銭等の 

支払等に係る法定調書から（注） 

（例）平成 28年分特定口座年間取引報告書 

⇒平成 29年１月 31日まで 

支払報告書 (地方税) 平成 28年分の支払報告書から 
（例）平成 28年分給与支払報告書 

⇒平成 29年１月 31日まで 

申請書・届出書 
(国税・ 

地方税) 

平成 28年１月１日以降に提出すべき 

申請書等から 
各税法に規定する、提出すべき期限 
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被保険者資格取
得の届出などの
社会保険関係手
続き（個人番号
等を記載） 

従業員 

従業員の給与・福利厚生 

給与の支払い 
 

年金・健康保険・
雇用保険などの
保険料の徴収 

個人番号 
の提示 

･･･ ････ 
･･･ ････ 

･･･ ････ 

個人番号 

5678 ･･･
･ 

年金事務所 
健康保険組合 
ハローワーク 

 被保険者資格取得届 
（イメージ） 

 
       

番号 一

郎 

5678･･･ 

 

被保険者氏

名 

個人番号 

株式会社×× 名称 

資格取得 
年月日 

25.4.1 

×× 花

子 

25.4.1 

・雇用保険被保険者資格 
 取得届の作成 
・健康保険被保険者資格 
 取得届の作成 
・厚生年金保険被保険者 
 資格取得届の作成 等 

 社会保障関係の申請書等に、 
     マイナンバーを記載して提出します。 

会社 

主な提出書類の例 提出者 提出先 根拠条文 

雇用保険被保険者資格取得届 適用事業所の事業主 ハローワーク 雇用保険法施行規則第６条 

雇用保険被保険者資格喪失届 適用事業所の事業主 ハローワーク 雇用保険法施行規則第７条 

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取
得届 

適用事業所の事業主 
健康保険組合・ 
日本年金機構 

健康保険法施行規則第24条 
厚生年金保険法施行規則第15条 

健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪
失届 

適用事業所の事業主 
健康保険組合・ 
日本年金機構 

健康保険法施行規則第29条 
厚生年金保険法施行規則第22条 

 

1234･･･ 
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 ・ 個人番号を取得するときは、個人情報保護法第18条に基づき、利用目的を本人に通知又は公表する必要がある。 
  また、本人から直接書面に記載された個人番号を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示する 
  必要がある。この場合、複数の利用目的をまとめて明示することは可能であり、雇用保険や健康保険の事務等をまとめ 
  て明示していただく等して、なるべく効率的にご対応いただくことを想定。 

分野 主な届出書等の内容 施行日 

雇用保険 以下の様式に「個人番号」を追加予定 
 ・雇用保険被保険者資格取得届 
 ・雇用保険被保険者資格喪失届  等 
 
以下の様式に「法人番号」を追加予定 

 ・雇用保険適用事業所設置届  等 

平成28年１月１日提出分～ 

健康保険・ 

厚生年金保険 

以下の様式に「個人番号」を追加予定 
 ・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 
 ・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 
 ・健康保険被扶養者（異動）届  等 
 
以下の様式に「法人番号」を追加予定 

 ・新規適用届等（※） 

平成29年１月１日提出分～ 

 
 
 
平成28年１月１日提出分～ 

 

 

  ※ 厚生年金保険・健康保険の新規適用届と事業所関係変更届については、厚生年金保険制度等の改革の一環とし 
   て、平成27年6月から新たに「会社法人等番号」の記載をしていただくこととしています。この「会社法人等番号」の記載 
   欄は、平成28年１月からはマイナンバー制度により国税庁長官が指定する「法人番号」の記載欄となります。 

・ この他、既存の従業員・被扶養者分の個人番号について、平成28年１月以降いずれかの時期に、健康保険組合・ハ 
 ローワークにご報告のお願いをする予定。 
・ 国民健康保険組合については、平成28年１月１日～各種届出書等にマイナンバーを記載することとなります。 

 社会保障関係書類（事業主提出）への 
    マイナンバーの記載時期は、以下のとおりです。 
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変更される様式等 

雇用保険被保険者資格取得届 

雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届 

高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続
給付申請書 （注） 

育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金支給申
請書 （注） 

介護休業給付金支給申請書 （注） 

●雇用保険関連事務（事業主提出関係） 

 雇用保険関連事務では、 
    現時点で以下の様式等の変更を予定しています。 
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●様式改正例（雇用保険被保険者資格取得届） 
 

被保険者の「個人番
号」欄が追加されます。 

（注） 事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結した上で、できるだけ事業主の方に提出していただくこととしています。 



変更される様式等 

健康保険・厚生年金保険 
被保険者資格取得届／ 
厚生年金保険70歳以上 
被用者該当届 

健康保険・厚生年金保険 
被保険者資格喪失届／ 
厚生年金保険70歳以上 
被用者不該当届 

厚生年金保険被保険者 
資格喪失届／70歳以上 
被用者該当届 

健康保険・厚生年金保険 
被保険者報酬月額算定 
基礎届／厚生年金保険70
歳以上被用者算定基礎届 

健康保険・厚生年金保険 
被保険者報酬月額変更届
／厚生年金保険70歳以上
被用者月額変更届 

●健康保険・厚生年金保険関連事務（適用関係）（事業主提出関係） 

 健康保険・厚生年金保険関連事務（適用関係）では、 
    現時点で以下の様式等の変更を予定しています。  

変更される様式等 

健康保険・厚生年金保険  
被保険者賞与支払届／   
厚生年金保険70歳以上   
被用者賞与支払届 

健康保険被扶養者（異動）届
／国民年金第３号被保険者
関係届 

国民年金第３号被保険者  
関係届 

健康保険・厚生年金保険  
育児休業等取得者申出書
（新規・延長）／終了届 

健康保険・厚生年金保険  
育児休業等終了時報酬   
月額変更届／厚生年金   
保険70歳以上被用者育児 
休業等終了時報酬月額相当
額変更届 

変更される様式等 

厚生年金保険特例加入 
被保険者資格喪失申出書 

健康保険・厚生年金保険 
新規適用届 

※ 組合によっては、被保険者証の検認又は更新等において、個人番号を記入した書類の提出を求められることがあります。 

変更される様式等 

健康保険・厚生年金保険  
産前産後休業取得者申出
書／変更（終了）届 

健康保険・厚生年金保険 
産前産後休業終了時報酬
月額変更届／厚生年金 
保険70歳以上被用者産前
産後休業終了時報酬月額
相当額変更届 

厚生年金保険養育期間 
標準報酬月額特例申出書・
終了届 

厚生年金保険被保険者 
種別変更届 

厚生年金保険特例加入 
被保険者資格取得申出書 
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●健康保険（給付関係）では、現時点で主に以下の変更を予定 

申請書等の記載事項の変更 

食事療養標準負担額の減額に関する
申請 

生活療養標準負担額の減額に関する
申請 

療養費の支給の申請 

移送費の支給の申請 

傷病手当金の支給の申請 

 健康保険関連事務（給付関係）では、 
  現時点で以下の申請書等の記載事項の変更 
                 を予定しています。 

申請書等の記載事項の変更 

特定疾病の認定の申請等 

限度額適用認定の申請 

限度額適用・標準負担額減額の認定
の申請等 

高額療養費の支給の申請 

高額介護合算療養費の支給の申請
等 

高額介護合算療養費の支給及び 
証明書の交付の申請等 

申請書等の記載事項の変更 

埋葬料（費）の支給の申請 

出産育児一時金の支給の申請 

出産手当金の支給の申請 

健康保険法第百八条第二項から 
第四項までの規定に該当するに
至った場合の届出 

家族埋葬料の支給の申請 

●健康保険関連事務（給付関係）（事業主・本人提出関係） 
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健康保険・厚生年金保険書類の 
     様式改正例（資格取得届）は以下のとおりです。 

＜表面＞ ＜裏面＞ 

被保険者の「個人番
号」欄が追加されます。 

＜個人番号関連部分を拡大＞ 
⑥個人番号 

必ず本人確認を行ったうえで、個人番号を記入してく
ださい。海外在住や短期在留等により個人番号がな
い方で、基礎年金番号がある場合は、基礎年金番号
(10桁、左詰め)を記入してください。 

個人番号を記入できない場合は、「⑪住所」欄に住所
と理由を必ず記入してください。 

＜個人番号関連部分を拡大＞ 
お知らせ 

・個人番号制度の導入に伴い、「⑥個人番号」欄に個人番
号が記入されている場合、年金記録への氏名および住所
の登録は、住民票に登録された情報をもとに事務処理を行
います。よって、住民票に登録されている氏名・住所で決定
通知書・保険証が発行されますのでご承知おきください。な
お、この『資格取得届』受理以降、ねんきん定期便等の日
本年金機構から被保険者本人へお知らせする通知書は、
住民票に登録されている住所へ送付します。住民票に登録
されている住所以外の場所に送付を希望する場合は、別
途『郵送先住所登録依頼書』をご提出ください。 

※取扱いの詳細については、今後変更があり得ますので、ご了承ください。 31 



 マイナンバーの取扱いを分かりやすく 
    解説したガイドラインがあります。 

 

○マイナンバーを用いた個人情報の追跡・突合が行われ、集約された個人情報が 
外部に漏えいするのではないか。 

○他人のマイナンバーを用いた成りすまし等により財産その他の被害を負うのでは
ないか。 

 

○法律で規定された保護措置及びその解釈について、具体例を用いて分かりやすく
解説しています。 

○民間企業へのヒアリングや企業の実務担当者が参加する検討会の議論を踏まえ、
マイナンバーが実務の現場で適正に取り扱われるための具体的な指針を示して 
います。 

マイナンバーに対する国民の懸念 
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法律では、マイナンバーの利用範囲を限定し、利用目的を超えた目的での 
利用を禁止するなど保護措置を規定しています。 

ガイドラインの趣旨 



 マイナンバーには、 
  利用、提供、収集の制限があります。 

【マイナンバーの提供の要求】 

○社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人
などに対してマイナンバーの提供を求めることができます。 

【マイナンバーの提供の求めの制限】 

○法律で限定的に明記された場合を除き、マイナンバーの提供を求めてはなりません。 

【特定個人情報の提供制限】 

○法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を提供してはなりません。 

【特定個人情報の収集制限】 

○法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を収集してはなりません。 

民間事業者 本人ほか 行政機関 個人番号 
1234 ････ 

【マイナンバーの利用制限】 

○マイナンバーの利用範囲は、法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する
事務に限定されています。本人の同意があったとしても、利用目的を超えて利用す
ることはできません。※例：マイナンバーを社員番号に利用することはできません。 

マイナンバーの提示 
源泉徴収票・支払調書等 

の提出 
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 マイナンバーを利用する事務の委託先・ 
  再委託先にも安全管理措置が必要です。 

【委託先の監督】 

○社会保障及び税に関する手続書類の作成事務の全部又は一部の委託をする者は、
委託先において、法律に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措
置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければなりません。 

【再委託】 

○社会保障及び税に関する手続書類の作成事務の全部又は一部の委託を受けた者
は、委託者の許諾を得た場合に限り、再委託をすることができます。 

再々委託 再委託 委託 会社 

許諾 

Ｘ社 Ｙ社 Ｚ社 

間接的な監督義務 

委託 再委託 再々委託 

必要かつ適切な
監督 

必要かつ適切な
監督 

必要かつ適切な
監督 

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 
会社 
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